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CTBT国際検証システム
への協力と極微量核物質
分析技術開発について

H19第1回核不拡散科学技術フォーラム

原子力基礎工学研究部門 篠原伸夫

我が国の核物質管理技術の向上及び関係行政機関、国際原子力機関(IAEA)を技術的に支援す
るために、核燃料サイクル施設への統合保障措置適用のための効率化･合理化のための技術開
発、保障措置強化・効率化の観点より、関係行政機関の要請を受け、計量管理、極微量核物質
同位体比測定法の技術開発等を行う。

非核化支援として、関係行政機関の要請に基づき、包括的核実験禁止条約(CTBT)の検証技術
の開発等を行う。

放射性核種に関するCTBT国際監視観測所、公認実験施設及び国内データセンターの整備、運
用を継続する。

[中期計画より] 

包括的核実験禁止条約
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty

(CTBT)

【第一条】 基本的義務

1 締約国は、核兵器の実験的爆発又は他の核爆発を実施
せず並びに自国の管轄又は管理の下にあるいかなる場
所においても核兵器の実験的爆発及び他の核爆発を禁
止し及び防止することを約束する

【第四条】 検証

16 国際監視制度は、地震学的監視施設、放射性核種監視施
設（公認された実験施設を含む。）、水中音波監視施設及び
微気圧振動監視施設並びにその各通信手段によって構成
され、並びに技術事務局の国際データセンターの支援を受
ける。
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地震波観測所 (170カ所)

放射性核種観測所 (80カ所+16実験施設)

微気圧振動観測所 (60カ所)

水中音響観測所 (11カ所)

各締約国へ
データ配信

CTBT国際検証体制のしくみ

国際監視制度(IMS)

CTBT機関技術事務局
国際データセンター(IDC)

国内データ
センター
(NDC)

現地査察(OSI)

IDCへのデータ
送信

(24hr/365days)

日本国内のCTBT観測所及び放射性核種実験施設

AS054

RN37
AS052 AS055

AS051 AS053

PS22
RN38

IS30

RL11

東海実験
施設

高崎観測所

（粒子、希ガス）

沖縄観測所

（当面、粒子のみ）

日本国内１０カ所

●：放射性核種観測所

沖縄(RN37)、高崎(RN38)

★：放射性核種実験施設

原子力機構・東海(RL11)

▲：主要地震観測所

松代(PS22)

▲ ：補助地震観測所

大分(AS051)、沖縄(AS52)、

八丈島(AS53)、

上川朝日(AS54)、父島(AS55)

◆：微気圧振動観測所

夷隅(IS30)
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沖縄放射性核種監視観測所 (RN37)

空気取入口

気象センサー

最小要件最小要件

空気の流量空気の流量: 500 m: 500 m33/h/h
捕集時間捕集時間: 24 h: 24 h
測定時間測定時間: : >>20 h20 h
報告頻度報告頻度: : 毎日毎日
データ有効性データ有効性: >95%: >95%
その他その他

2007年2月、国際監視
制度の１つとしてCTBT
機関準備委員会の認
証を取得

東海実公認験施設（RL11）

ゲルマニウム検出器を用いたガンマ線計測による、世界中の放射
性核種観測所で捕集したフィルター試料の詳細解析が主な役割

2006年11月、国際監

視制度の１つとして
CTBT機関準備委員会

の認証を取得

ゲルマニウム検出器

写真：東海公認実験施設 (RL11)
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国内データ
センター
（NDC）

データベース

IDCから送られ
てくるガンマ線
スペクトル解
析のための
コンピュータ・
プログラム

専門家による解析

国際データ
センター
（IDC）

データベース

ガンマ線
スペクト
ルデータ
とその解
析データ

スペクトル
データ

自動解析報告書

詳細解析報告書

CTBT 国内データセンター (JAEA-NDC)

放出源推定解析放出源推定解析

観測所RN63 で核爆発に起因する放射能が 観測されたと仮
定。FORは放射性核種の放出源と推定される領域で、“FOR 
x” は観測日から“x”日前の推定領域。

放出源推定解析の一例
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高度環境分析研究棟（ＣＬＥＡＲ）における
保障措置環境試料分析

保障措置環境試料分析保障措置環境試料分析

未申告活動、未申告施設の探知未申告活動、未申告施設の探知

（従来の保障措置手法では不可能）（従来の保障措置手法では不可能）

CTBTCTBT放射性核種監視放射性核種監視

秘密裏に行われた核実秘密裏に行われた核実
験の探知験の探知

写真：CLEAR（高度環境分析研究棟）

条約：条約：NPT(NPT(核不拡散条約）核不拡散条約）

IAEA IAEA （国際原子力機関）（国際原子力機関）

条約：条約：CTBT(CTBT(包括的核実包括的核実
験禁止条約）験禁止条約）

CTBTO (CTBTCTBTO (CTBT機関）機関）

保障措置環境試料

保障措置環境試料分析法とは保障措置環境試料分析法とは

原子力施設に対する原子力施設に対する

査察時に採取した環査察時に採取した環

境試料中のウランや境試料中のウランや

プルトニウムの極微プルトニウムの極微

量の同位体組成を分量の同位体組成を分

析することにより、未析することにより、未

申告の核物質や原子申告の核物質や原子

力活動の有無を検認力活動の有無を検認

する方法ですする方法です
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燃料加工工場

原子力発電所

Pu

236Uを含む

ウラン

236Uが多いウラン

使用済み燃料

燃料集合体

ウラン鉱山

天然ウラン

濃縮工場

再処理工場

ウラン濃縮

99.28%0.72%0.005%

4%～0.02%

238U234U 235U 236U
None

天然ウラン

濃縮ウラン
95.98%

235U 236U
中性子捕獲

原子炉

ウラン

U-235
兵器級 ： 90％以上

U-234
濃縮工場の存在

U-236
再処理工場の存在

未申告活動の検知未申告活動の検知 ((ウランウラン) ) 

240Pu/239Pu比の測定

兵器級： ～0.06 (239Pu 94%)
＜0.01 (239Pu 99%) [1960以前]

フォールアウト： 0.176±0.014
(239Pu 85%)

原子炉級： 0.2 - 0.5 (239Pu 85 - 67%)

238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu

238U 239U

239Np

中性子捕獲

燃えるプルトニウム

原子炉の中では

Pu フォールアウト

未申告活動の検知未申告活動の検知 ((プルトニウムプルトニウム))
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保障措置環境試料分析の流れ

スワイプ試料

スクリーニング

ホットセル試料

バルク分析

パーティクル分析

灰化・酸分解 化学分離 同
位
体
比
測
定

標準試料添加

灰化・酸分解 化学分離

粒子回収 表面分析

粒子回収 フィッショントラック

バルク分析
NUCEF

一般実験室

CLEAR
クリーンルーム

標準試料添加

同位体比
測定

ネットワーク分析所

IAEA本部
(ウィーン)

IAEA保障措置分析所
(サイバースドルフ［ウィーン郊外］)

日本原子力研究開発機構（Ｈ16年加盟）

環境試料採取
(約700試料/年)

分析指示

CLEARCLEAR
（クリーンルーム）（クリーンルーム）

IAEA試料

IAEA試料

IAEA試料

プレゼンス向上
（原子力利用に係る国益の確保）

文科省
保障措置室

分析依頼

国内試料

国内保障措置
体制の堅持

保障措置環境試料分析技術の位置付け

EU

仏

ロシア

英国 米国

日本


